
様式第３号 会 議 録

会 議 名 平成１９年度 第１回川西市損害評価会

（審議会等名）

事 務 局 市民生活部産業振興室（商工農林・観光担当）
内線（２５６１）

(担 当 課）

開催日時 平成１９年８月２１日（火）午前１０時００分～１０時５０分

開催場所 川西市役所 ７階大会議室

委 員 篠木良夫会長、西野修副会長、井出武和委員、岡田信彰委員、

出 （敬称略） 中西徳男委員、守本国男委員、藤井裕委員

席 その他 （欠席委員）山田修副会長、西本修委員

者 事務局 多田仁三部長、吉田寿彦室長、大南孝二主幹、田口弘高技術主幹、

住家幸三副主幹、印藤政明主査、中邨勝利主任

傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 ０人

傍聴不可・一部

不可の場合は、

その理由

議題

（１）平成１９年度水稲引受状況について

会議次第

（２）平成１９年度水稲損害評価方法及び日程について

（３）平成１９年度水稲損害防止事業補助金について

（４）市町損害評価会委員等研修会について

会議結果 別紙のとおり



審 議 経 過 Ｎｏ１

事務局 ただ今より、損害評価会を開催します。

（司会者） それでは、会長よりごあいさつをお願いいたします。

篠木会長 会長あいさつ

事務局 ありがとうございました。それでは、慣例によりまして会長が議長として

（司会者） 議事進行をお願いいたします。

議長 それでは、ただ今より協議事項に入ります。

(会長) 協議事項（１）平成１９年度水稲引受状況について、事務局より内容説明

をお願いします。

事務局 平成１９年度水稲引受状況について、説明します。

水稲引き受け戸数は３０４戸、引き受け面積は７，１５８a、基準収穫量は

３４５，９６９kg(円)、引き受け収穫量は２４２,２２９kg(円)、共済金額は

５２，３２１，４６４円、基準共済掛金は７６２，６９３円、国の負担金は

３８１，２６９円、農家の共済掛金は３８１，４２４円です。

なお、掛金率は据え置き(1.458%)です。また、賦課金も据え置きです。

従前どおり、均等割１戸当たり：５０円、面積割１０a当たり：１７０円です。

井手委員 前年対比で水稲引受減の要因について質問あり

事務局 主な要因は、米な作付け減と休耕です。

議長 他にご質問・ご意見はありませんか。無いようであれば、協議事項（１）

(会長) 平成１９年度水稲引受状況について了承してよろしいか。

各委員 異議なし。（出席全委員）

議長 次に協議事項（２）平成１９年度水稲損害評価方法及び日程について、事

(会長) 務局より内容説明をお願いします。

事務局 それでは、協議事項（２）平成１９年度水稲損害評価方法及び日程につい

て、ご説明します。

まず、損害評価方法ですが、損害評価は、まず農家の被害申告（損害評価

野帳の提出）から始まります。 ①悉皆調査(地区）→②抜き取り調査(市）

→③実測調査（県連合会）の順に実施します。

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。



審 議 経 過 Ｎｏ２

事務局 次に日程ですが、第１回目は８月３１日（金）/班別の全委員、予備日は９

月３日（月）/班別の１班を予定しています。第２回目は９月１３日(木）/班

別の全委員、予備日は９月１４日(金）/班別１班を予定しています。

議長 ご質問・ご意見はありませんか。無いようであれば、協議事項（２）平成

(会長) １９年度水稲損害評価方法及び日程について、承認してよろしいか。

各委員 異議なし。（出席全委員）

議長 次に協議事項（３）平成１９年度水稲損害防止事業補助金について、事務

(会長) 局より内容説明をお願いします。

事務局 それでは、協議事項（３）平成１９年度水稲損害防止事業補助金について、

ご説明します。まず、水稲損害防止事業についてですが、事業費総額ですが

苗種施用薬剤購入費として、２，５５７，９７４円（１袋３，５３８円）を

予定しております。市の予算額（補助金予定額）は、５２４，０００円を計

上しております。

議長 ご質問・ご意見はありませんか。無いようであれば、協議事項（３）平成

(会長) １９年度水稲損害防止事業補助金について、承認してよろしいか。

各委員 異議なし。（出席全委員）

議長 次に協議事項（４）市町損害評価会委員等研修会について、事務局より内

(会長) 容説明をお願いします。

事務局 それでは、協議事項（４）市町損害評価会委員等研修会について、ご説明

します。まず、研修会の日程ですが、日時は８月２９日(水)午前１０時３０

分から午後３時までの予定です。場所は、三田市役所西３号庁舎（旧三田市

民会館）で開催されますので、出席方、よろしくお願いいたします。

議長 ご質問・ご意見はありませんか。無いようであれば、協議事項（４）市町

(会長) 損害評価会委員等研修会については、承認されました。皆さん参加してくだ

さい。

以上をもちまして、本日の損害評価会を終了させていただきます。

閉会 午前１０時５０分

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。




